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占冠村の放射線量の状況（４月分）
測定日　令和８年４月７日（火）
【単位：マイクロシーベルト毎時】

測定場所 測定時間 天候 測定値
中央小学校グランド 14時50分 雨 0.044 
双民館グランド 14時40分 雨 0.056 
占冠地域交流館グランド 14時24分 雨 0.052 
占冠保育所グランド 14時31分 雨 0.052 
トマム学校グランド 13時38分 雨 0.041 
トマム保育所グランド 13時42分 雨 0.046 

※北海道の空間放射線量率モニタリング結果（上川総合振興
　局 0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。
　「北海道の空間放射量率モニタリング結果」は、下記のホ　
　ームページで公開されています。
　『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
　http://www.iph.pref.hokkaido.jp
問　総務課総務担当　℡　56‐2121

運転免許更新時講習会
会場：富良野市ふれあいセンター
　　　富良野市春日町12番５号

※警察署等で更新手続きを終えていなけれ
　ば、更新時講習は受講できません。

問　富良野警察署交通課　℡　22‐0110
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■優良講習（30分）

　◎５月８日(金)　13時～

　◎５月15日(金)　13時～

■一般講習（１時間）

　◎５月８日(金)　14時～

　◎５月15日(金)　14時～

■違反講習（２時間）

　◎５月22日(金)　13時～

　占冠村では、労働者および使用
者の相談に応じ、合理的な解決を
図ることを目的として労働相談所

（占冠村総合センター１階相談室）
を開設しています。　
　労務管理の改善や労使紛争の予防に関することな
ど、労働問題に関するさまざまな相談に労働相談員が
無料で応じますので、ご相談の際は、労働相談員にご
連絡ください。

　自動車税の納期限は、令和８年６月１日（月）です。
忘れずに納めましょう。

問　北海道上川総合振興局納税課　
℡　0166‐46‐5100

　納付はお近くの金融機関やコンビニを
ご利用ください。また「地方税お支払サイ
ト」を利用したキャッシュレス納付も可能
です。詳しくは道税ホームページをご覧
ください。

 納税方法ついて　　　　　　　　　　

　納税通知書の発付日は令和８年５月７日（木）です。
　お手元に届かない場合は、札幌道税事務所自動車税
部（℡　011‐746‐1190）までご連絡ください。（自動
音声でご案内します。）

 納税通知書について　　　　　　　　　　

自動車税を忘れずに！

情報公開制度の運用状況

　令和７年度の運用状況をお知らせします。

▶ 請求件数　８件
▶ 公開件数　８件
▶ 非公開件数　０件
▶ 不存在件数　０件
問　総務課総務担当　℡　56‐2121

　令和７年度の閲覧状況をお知らせします。

問　住民課戸籍担当　℡　56‐2123

▶ 期　　間　令和７年４月～令和８年３月
▶ 閲覧件数　１件

住民基本台帳の閲覧状況

 開示請求の処理状況　　　　　　　　

問　福祉子育て支援課社会福祉担当　℡　56‐2125

　人権擁護委員法が昭和24年６月１日に施行された
ことを記念して、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」
としています。
　家庭内や近隣とのもめごと、いじ
め、虐待、体罰、差別、さまざまな
人権に関する問題等について占冠村
人権擁護委員が無料で相談に応じま
すので、お気軽にお越しください。

問　福祉子育て支援課社会福祉担当　℡　56‐2125

日　時　令和８年６月１日（月）　13時～15時
場　所　占冠村総合センター２階相談室

労働相談所を開設しています

労働相談員：鈴木　和男さん　℡　080‐5189‐3642
問　企画商工課商工観光担当　℡　56‐2124

「人権擁護委員の日」
～特設人権相談所を開設します～

■初回講習（２時間）

　◎５月12日(火)　13時～

道税ホームページ

旭川地方気象台
ホームページ

気象庁　林野火災予防
ポータルサイト

■入 居 資 格

　次の条件を満たす方が申し込むことができます。
　●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方
　●月収が15万8,000円以下の方
（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除 
等の金額を引き、残りの額を12カ月で割った金額 
が15万8,000円以下の方）
※敷金の納入が必要です。
※連帯保証人が２人必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方

■家　　　　賃　�入居される世帯の収入等に応じて
決定されます。

■入居可能日　おおむね６月１日（月）
■入 居 決 定　�入居者選考委員会の審査によります。
■申込受付場所　建設課建築担当
　　　　　　　　トマム支所

村営住宅等入居者募集のご案内

募集団地 受付期限５月15日（金）

※　第２千歳団地は所得基準が異なります。

●中央地区　　　６戸
　○中央団地　　　　　
　　１ＬＤＫ　　１戸
　　２ＬＤＫ　　１戸　
　　３ＬＤＫ　　２戸
　◯川添団地　　　　　
　　３ＬＤＫ　　１戸
　○第２千歳団地※　
　　４ＬＤＫ　　１戸

　○占冠団地　　　　　
　　３ＬＤＫ　　１戸

●占冠地区　　　１戸

　○トマム夫婦世帯向け村有住宅　３ＬＤＫ　１戸

※　夫婦世帯向け住宅は入居基準が異なります。◆お問い合わせ：建設課建築担当　℡　56‐2172

日　時　５月27日（水）
　　　　①10時00分～10時50分
　　　　②11時00分～11時50分
場　所　占冠村役場
申　込　５月26日（火）の15時までに電話、FAX、
　　　　メールで予約してください。
相談料　無料

生活・仕事相談会を開催します

問    かみかわ生活あんしんセンター
℡　0166‐38‐8800　FAX　0166‐33‐0021
        メール　anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

　総務省では６月１日を「電波の
日」とし、６月10日までを「電波
利用環境保護周知啓発強化期間」
と定め、電波利用に関するルール
の周知·啓発活動を行います。 
　総務省　北海道総合通信局では
電波を監視し、正しい電波環境の
維持に努めています。 
　電波に関する困りごとやご相談は、お問い合わせく
ださい。

６月１日は電波の日です

問    総務省　北海道総合通信局
℡　011‐737‐0099

【電話受付時間　８：30～12：00、13：00～17：00】
※土日祝を除く

　５月は大陸から乾いた高気圧が移動してくる影響
で、晴天の日が多く湿度が一年で最も低くなります。
また、雪解けに伴い入山者も増加し、上川・留萌地方
では林野火災のリスクが最も高くなる時期でもありま
す。
　昨年12月に林野庁で発表された「原因別出火件数」
によると、令和２年から６年までに発生した林野火災
で原因が分かっている事例は、「たき火」や「野焼き」「た
ばこの不始末」等の人為的なものが約６割を占めてい
ます。これらは、火の取り扱いに注意することで、未
然に防ぐことができるものです。
　気象庁では昨年12月に、火災の発生リスクが高ま
る「乾燥注意報」、被害が拡大する恐れがある「強風
注意報」の発表状況や、降水量などの気象状況を集約
した「林野火災予防ポータルサイト」を開設し、注意
喚起を行っています。
　空気がカラカラになり火災の起こりやすいこの季
節、最新の防災気象情報を確認し、火災の予防に努め
ましょう。

乾燥の季節、火の取り扱いに注意

問    旭川地方気象台
℡　0166‐32‐7102


